
○岡山市瀬戸町郷土館条例施行規則 

平成１８年１０月２４日 

市教育委員会規則第１５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，岡山市瀬戸町郷土館条例（平成１８年市条例第１３８号）の施行に

関し，必要な事項を定めるものとする。 

（職員） 

第２条 郷土館に必要な職員を置くことができる。 

（開館日及び開館時間） 

第３条 郷土館の開館日は，次のとおりとする。 

（１） 第２・第４日曜日 

（２） 教育委員会が必要と認めるとき。 

２ 郷土館の開館時間は，午前９時から午後４時３０分までとする。 

（委任） 

第４条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，教育委員会が別に定める。 

附 則 

この規則は，平成１９年１月２２日から施行する。 

 


